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研究要旨 
 乳癌検診学会全国集計委員会では、全国の乳がん検診施設からのデータ提供を受け日本乳
癌検診学会診全国集計（以全国集計）を過去5回施行してきた。今回これらのデータを用い、
プロセス指標を算出し、特に精検未把握率に着目し地域保健・健康増進事業報告（以下事業
報告）のプロセス指標と比較し検討した。 
 全国集計での未把握率は第1回集計（H20年度分）から第5回集計（H24年度分）にかけて、
19.2％, 18.1％, 19.2％, 15.6％, 12.7％であった。同期間の事業報告の未把握率は8.4％, 
10.7%, 9.8％, 9.5%, 8.8％であった。全国集計の未把握率は、事業報告のほぼ10%以下の数
値と比べると高い結果であった。  
 検診施設での未把握率が高い原因として、①任意型検診施設では精検結果を把握するシス
テムがない ②対策型検診施設では、市町村が検診結果を把握していても検診施設まで情報
がフィードバックされていない ③精検施設の協力が得られず、精検結果が把握できない、
などの原因が考えられる。精検結果の把握は精度管理の指標とすべきプロセス指標の信頼性
を担保するものであり、市町村、検診施設、精検施設は協力して精検結果の把握を行い未把
握率の低減に努めると同時に、各施設が結果を共有すべきである。また、対策型検診に限ら
ず任意型検診施設でも精検結果を正確に把握し未把握率を低減する努力が必要である。 
 
 
Ａ．研究目的      
 乳癌検診未把握率に着目し乳癌検診施設
の精度管理の現状を把握し、今後の精度管
理向上につなげること 
 
 
Ｂ．研究方法         
 日本乳癌検診学会診全国集計（以全国集
計）の第1-5回集計（H20－24年度分集計）
データからマンモグラフィ検診及びマンモ
グラフィ+視触診検診、40-79歳に対象を絞
り、プロセス指標（要精検率、乳癌発見率、
陽性反応適中度、精検受診率、未受診率、
未把握率）の全国平均値を算出した。比較
にはH20－24年度分の地域保健・健康増進事
業報告（40－74歳）におけるプロセス指標
の同項目を用いた。 
 なお、今回使用するデータは人権に関与
するものではなく、倫理面の問題はないと
判断した。 

     
 
Ｃ．研究結果（表1） 
 要精検率、乳がん 
 
 要精検率癌、乳癌発見率は全国集計で低
く、陽性反応適中度はほぼ同等であった。
精検受診率は明らかに全国集計で低かった。
未把握率に着目すると、第1回集計（H20年）
から第5回集計（H24年）にかけて、全国集
計で19.2％, 18.1％, 19.2％, 15.6％, 
12.7％であった。同期間の事業報告の未把
握率は8.4％, 10.7%, 9.8％, 9.5%, 8.8％
であり、全国集計の未把握率が明らかに高
い傾向を示した。 
 
 
Ｄ．考察 
 日本乳癌検診学会診全国集計は全国の乳
癌検診施設からデータを提供登録してもら



い、対策型検診に加えて職域を含めた任意
型検診のデータを収集している。第4回集計
によれば282施設から登録があり、対策型検
診のみを扱う施設が80施設(28.4％)、任意
型検診のみが73施設(25.9％)、両者を扱う
施設が129施設(45.7％)であった。また受診
者数も999名以下から30,000例を超える施
設まで施設規模もさまざまであった（図１）。
一方、地域保健・健康増進事業報告は報告
主体は市町村であり、対策型検診のみの結
果を県、国に報告している。 
 全国集計から見た未把握率は、第1-3回集
計では2割弱を占めており 第4回以降
15.6％、12.7％と改善傾向を示していたが、
事業報告のほぼ10%以下の数値と比べると
高い結果であった。検診施設から報告され
る乳癌検診学会集計で未把握率が高い現状
から、検診施設における検診結果の理解と
把握がまだ浸透してない現状が明らかにな
った。 
 検診施設での未把握率の高い原因として 
①任意型検診施設では検診結果の把握が義
務化されていないため、精検結果を把握す
るシステムがない。 
②対策型検診施設では、市町村が検診結果
を把握していても、検診施設まで情報がフ
ィードバックされていない。 
③精検施設の協力が得られず、精検結果が
把握できない。 
などの原因が考えられる。 
 精検結果の把握は精度管理の指標とすべ
きプロセス指標の信頼性を担保するもので
ある。市町村、検診施設、精検施設は協力
して精検結果の把握を行い未把握率の低減
に努めるとともに、市町村と各施設が結果
を共有すべきである。また、対策型検診に
限らず任意型検診施設でも精検結果を把握
し未把握率を低減する努力が必要である。 
 
 
Ｅ．結論 
 乳癌検診施設における未把握率は徐々に
改善されてはいるがまだ高い現状にある。
市町村、精検施設と協力して未把握率を低
減する努力が必要である。また、任意型県
施設ではプロセス指標の把握は義務化され
ていないが、対策型検診同様に精検結果の
把握し、未把握率を低減する努力が必要で

ある。 
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